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10年保存(口訓) 

高知県自動車運転免許試験場の技能試験を行う施設(以下「場内試験コース」と

いう。)を使用した自動車の運転練習又は交通安全の啓発等を目的とした行事開催

に伴う場内試験コースの使用に関する事務手続については、これまで「場内試験

コースにおける運転練習等に係る事務取扱要領の制定について(通達甲)」(平成29

年３月22日免許発第66号。以下「旧通達甲」という。)に基づき実施してきたとこ

ろであるが、新たに別添のとおり「場内試験コースにおける運転練習等に係る事

務取扱要領」を定め、平成31年２月１日から実施することとしたので、適切な運

用に努められたい。 

なお、この通達甲の実施をもって、旧通達甲は廃止する。 

別添 

場内試験コースにおける運転練習等に係る事務取扱要領 

第１ 趣旨 

この要領は、高知県自動車運転免許試験場の技能試験を行う施設(以下「場内

試験コース」という。)を使用した自動車の運転練習又は交通安全の啓発等を目

的とした行事開催に伴う場内試験コースの使用に関する事務手続について必要

な事項を定めるものとする。 

第２ 運転練習に係る使用許可等の事務手続 

１ 使用車両の要件 

場内試験コースにおいて運転練習をすることができる自動車は、道路交通

法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第24条第７項の規定により公安委員会

が指定した自動車であって、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に

定める自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

(以下「保険(共済)証明書等」という。)を備え付けているものとする。 

２ 運転練習の実施時間等 

(1) 運転練習は、月曜日から金曜日まで及び日曜日(国民の祝日に関する法

律(昭和23年法律第178号)第２条の国民の祝日及び12月29日から翌年の１

月３日までの日を除く。)に行うものとし、その時間帯は、曜日の区分に応



じて、次の表に掲げるとおりとする。 

曜日 運転練習の実施時間 

月曜日から金

曜日まで 

技能試験及び各種講習の終了後から午後５時まで(技能試験及び講

習が行われない日にあっては、午後３時から午後５時まで)の間 

日曜日 午後１時から午後５時までの間 

(2) 運転練習は、原則として運転練習を行う者(以下「練習者」という。)

一人につき１時間までとする。 

３ 使用予約の受付 

運転練習は予約制とし、免許センターにおいて電話又は口頭により受け付

けるものとする。 

４ 許可申請 

(1) 使用日当日における施設の使用許可申請については、高知県自動車運転

免許試験場使用料徴収条例施行規則(昭和44年県規則第52号。以下「県規則」

という。)第２条に定めるところにより、県規則別記様式による申請書によ

り受理するものとし、併せて、高知県自動車運転免許試験場使用料徴収条

例(昭和44年県条例第38号)第３条に定める使用料に使用時間を乗じて得た

金額(高知県収入証紙)を徴収するものとする。この場合において、免許セ

ンター長は、当該申請内容及び運転練習に使用する自動車を確認し、適当

と認めたときは、申請者に対して県規則別記様式による使用券を交付し、

場内試験コースにおける運転練習を許可するものとする。 

(2) 免許センター長は、(1)の許可をしたときは、別記第１号様式の自動車

運転免許試験場使用券交付簿に場内試験コースの運転練習の許可状況を記

録するものとする。 

５ 運転練習の条件及び練習者の遵守事項等 

(1) 免許センター長は、場内試験コースにおいて運転練習を許可する場合は、

申請者等に次の事項を遵守させなければならない。 

ア 練習者が運転練習を行うときは、当該運転練習に使用する自動車の運

転免許を有し、かつ、その運転経歴(免許の効力が停止されている期間を

除く。)が通算して３年以上の者(以下「指導者」という。)を帯同させる

こと。 

イ 運転練習に使用する自動車が四輪車の場合は、指導者以外の者を当該

自動車に同乗させないこと。ただし、他の練習者が同乗する場合は、こ

の限りでない。 

ウ 運転練習に使用する自動車が二輪車の場合は、指導者その他の者が同

乗してはならないこと。 



エ 他の自動車又は場内試験コース内の設備等と接触するなどして事故を

起こした場合は、直ちに運転練習を中止し、免許センター長に届け出て、

指示を受けること。 

オ 事故等に伴う人的損害及び物的損害に対する費用は、全額を申請者、

練習者又は指導者が負担すること。 

カ アルコール、過労、病気、薬物等の影響により正常な運転ができない

おそれのある状態で運転しないこと。 

キ その他免許センター長及び職員の指示に従うこと。 

(2) 免許センター長は、(1)に定める事項その他必要な事項について、別記

第２号様式の使用確認書を申請者に交付して周知させるとともに、当該申

請者から別記第３号様式の誓約書を徴するものとする。 

６ 使用の制限等 

免許センター長は、次に掲げる場合においては、場内試験コースの使用を

禁止し、又は申請者に対して運転練習の中止を命ずることができるものとす

る。 

(1) 荒天等の理由により運転練習を行うことが困難と認められるとき。 

(2) 申請者等が５(1)に定める事項に違反し、又は免許センター長若しくは

職員の指示に従わないとき。 

(3) 練習者又は指導者が故意に危険な運転を行ったと認められるとき。 

(4) 事故等の発生により、運転練習を継続することが困難と認められるとき。 

(5) その他免許センター長が場内試験コースの使用を禁止し、又は運転練習

の中止を命ずる必要があると認めたとき。 

第３ 行事開催に係る使用許可等の事務手続 

１ 対象行事 

場内試験コースを使用して開催することができる行事は、県警察が共催又

は後援する国、地方公共団体又はその他の団体(自動車を使用する場合にあっ

ては、運行管理者、安全運転管理者等を有する団体に限る。)による交通安全

の啓発等を目的とした行事(車両を使用する行事に限る。)であって、免許セ

ンター長が許可したものとする。 

２ 使用車両の種別 

場内試験コースにおいて使用することができる車両は、保険(共済)証明書

等を備え付けた自動車、原動機付自転車又は軽車両であって、申請者が準備

する車両とする。 

３ 許可する使用日時 

免許センターの業務が行われていない日とする。ただし、免許センター長



が必要と認める場合においては、これと異なる日を指定することができるも

のとする。 

４ 使用予約の受付 

場内試験コースの使用は予約制とし、免許センターにおいて電話又は口頭

により受け付けるものとする。 

５ 許可申請 

(1) 場内試験コースの使用許可申請については、別記第４号様式の場内試験

コース使用許可申請書により受理するものとし、併せて、使用に伴う実施

計画書を徴するものとする。この場合において、免許センター長は、当該

申請内容及び実施計画書を確認し、当該行事を開催することにより、参加

者等の運転技術の向上、交通安全意識の醸成又は交通事故防止に効果があ

ると認めたときは、申請者に対して別記第５号様式の使用許可証(６(2)に

おいて「使用許可証」という。)を交付し、場内試験コースの使用を許可す

るものとする。 

(2) 免許センター長は、(1)の許可をしたときは、別記第６号様式の使用許

可証交付簿に記録するものとする。 

６ 使用条件及び使用者の遵守事項等 

(1) 免許センター長は、行事開催に伴い場内試験コースの使用を許可する場

合は、申請者等に次の事項を遵守させなければならない。 

ア 行事開催に当たっては、実施責任者、実施担当者及び指導員(以下「実

施者等」という。)が選任されていること。 

なお、実施者等は、原則として各１人とするが、参加人数に応じて必

要があると認めるときは、複数人を選任すること。ただし、兼務は認め

ない。 

イ 指導員は、使用する車両の運転免許を有し、かつ、その運転経歴(免許

の効力が停止されている期間を除く。)が３年以上の者又は運行管理者若

しくは安全運転管理者であること。 

ウ 他の自動車又は場内試験コース内の設備等と接触するなどして事故を

起こした場合は、直ちに場内試験コースの使用を中止し、免許センター

長に届け出て、指示を受けること。 

エ 事故等に伴う人的損害及び物的損害に対する費用は、全額を申請者又

は実施者等が負担すること。 

オ アルコール、過労、病気、薬物等の影響により正常な運転ができない

おそれのある状態で運転しないこと。 

カ その他免許センター長及び職員の指示に従うこと。 



(2) 免許センター長は、(1)に定める事項その他必要な事項について、使用

許可証により周知させるとともに、申請者から別記第７号様式の誓約書を

徴するものとする。 

７ 使用の制限等 

免許センター長は、次に掲げる場合においては、場内試験コースの使用を

禁止し、又は申請者に対して使用の中止を命ずることができるものとする。 

(1) 荒天等の理由により使用することが困難と認められるとき。 

(2) 申請者、実施者等及び使用者が６(1)に定める事項に違反し、又は免許

センター長若しくは職員の指示に従わないとき。 

(3) 実施者等が故意に危険な運転を行ったと認められるとき。 

(4) 事故等の発生により、使用の継続が困難と認められるとき。 

(5) その他免許センター長が場内試験コースの使用を禁止し、又は使用の中

止を命ずる必要があると認めたとき。 

第４ 実施結果の集計等 

免許センター長は、運転練習及び行事開催の実施結果を集計し、記録化する

ものとする。 

第５ その他 

この通達甲に定めるもののほか場内試験コースの使用に関する事務手続につ

いて必要な事項は、免許センター長が別に定める。 
















